
★各町内会活動等による情報及び住民相談の伝達をより迅速に行うため、
　町内会長と役場を結ぶファクシミリ（73-4811）を設置しております。
★情報の通報及び相談の窓口は…
　●役場町民生活部 生活課交通町民相談係(相談110番）
    　　  TEL.(0153)73-3111(内線219）
　●中標津町教育相談センター　　  TEL.(0153)72-1717
　●中標津警察署 生活安全課 生活安全係 TEL.(0153)72-0110発行:中標津町全町内会連合会・中標津町安全で住みよいまちづくり推進協議会
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令
和
も
早
や
五
年
、
新
年
、
明
け
ま

し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
と
は

い
え
、
こ
こ
三
年
ば
か
り
の
新
型
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
る
影
響
か
ら
新
年
ら
し
か
ら

ぬ
正
月
で
、
町
民
の
皆
様
に
は
如
何
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
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令
和
四
年
は
国
内
外
と
も
に
私
た
ち

の
暮
ら
し
に
直
接
的
に
影
響
す
る
よ
う

な
出
来
事
が
多
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
で
世

界
経
済
へ
の
影
響
が
特
に
物
価
高
に
見

ら
れ
ま
す
し
、
何
よ
り
も
独
裁
者
た
ち

の
横
暴
ぶ
り
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
、

あ
ち
こ
ち
で
軍
事
衝
突
が
起
き
そ
う
な

気
配
を
感
じ
ま
す
。
時
代
が
進
ん
で
国

際
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
わ
れ
る
時
代

に
、
こ
れ
ら
の
身
勝
手
な
国
々
に
対
し

て
、
国
際
的
な
力
で
解
決
で
き
な
い
も

の
で
し
ょ
う
か
。
結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の

国
々
は
軍
事
力
、
防
衛
力
な
ど
で
し
か

国
を
守
り
切
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

今
こ
そ
人
類
の
恒
久
平
和
を
見
出
す
動

き
に
移
る
時
代
で
は
な
い
の
か
、
な
ど

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
の
住
む

中
標
津
町
は
、
ま
さ
に
「
安
全
で
住
み

よ
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
」
を
ひ
た
す
ら

求
め
つ
づ
け
て
い
け
る
よ
う
年
頭
に
当

た
っ
て
祈
念
い
た
し
ま
す
。
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会

会
長
　
栗
﨑
　
勝
秀

＊飲酒運転は悪質で重大な犯罪です！
　飲酒は安全運転に必要な情報処理能力、注
意力、判断力を低下させることから重大事故
につながる危険性を高めます。
　二日酔いでの運転も「飲酒運転」です。飲酒
した翌日に運転する場合は、体にアルコール
が残っていないか確認しましょう。

　自転車乗用中の死者の人身損傷主部位（致命傷の部位）
は、頭部損傷によるものが多く、自転車乗用中の負傷者の
人身損傷主部位は、腕部、脚部である場合が多くなってい
ます。自転車乗用中のヘルメット非着用時 の死傷者に占
める死者の割合（致死率）は着用時に比べて約2.2倍高く
なっており、頭部損傷が重大な事故につながりやすいこ
とが確認されました。（警察庁ホームページより抜粋）
　幼児・児童に自転車を運転、又は同乗させるときは、ヘ
ルメットの着用を徹底し、また、他の自転車利用者もヘル
メットをかぶるようにしましょう。

〇 天候の悪い日、天候が悪化の恐れ
がある場合外出は控えましょう。
また普段から気象情報、道路情報
を確認するのも大切です。

〇 冬期間の車には、スコップ、防寒着、毛布、カイロ、手袋、
長靴、携帯電話の予備バッテリーや、防災グッズなどを
積んでおくなど、雪道でのスタックや、急な道路閉鎖に
よる車内での待機に備えておきましょう。

〇 早めの待避：天候が悪化したら無理に目的地へ進まず、
コンビニなどに避難しましょう。

〇�車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を
優先
〇�交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
〇夜間はライトを点灯
〇飲酒運転は禁止
〇�ヘルメット着用　（※これまでは、「子どもはヘル
メット着用」とされていました。）

飲酒運転根絶! !

＊飲酒運転者以外も処罰の対象に！
　車を運転する恐れのある人へのお酒の提供
（酒類提供罪）、お酒を飲んでいる人に車を提
供（車両提供罪）、飲酒運転の車に同乗する（同
乗罪）と、たとえお酒を飲んでいなくても処罰
の対象になります。

＊「ハンドルキーパー運動」に協力を！
　ハンドルキーパー運動とは、仲間と車で飲
食店に行く場合、あらかじめ飲酒しない人「ハ
ンドルキーパー」を決めその人が仲間を自宅
まで送り届け、飲酒運転を防止する運動です。

『新自転車安全利用五則』

ご存じですか?
令和４年11月１日から自転車安全
利用五則が変更になっています。

急な暴風雪に
備えましょう

◀「バイクの日」
　�(8月19日)開陽台にて街頭
啓発

▲「高齢者交通安全講習会」
　�(10月20日)中標津自動車学校
にて

▲「黄色い羽根募金活動」
　�(9月26日)東武サウスヒ
ルズ店舗前

▲�「秋の交通安全運動」セーフ
ティコール街頭啓発実施

　（9月27日)

各
種
取
り
組
み
実
施



模倣品取り締まり強化でどう変わる？

中標津町消費生活センター相談窓口（役場生活課内）
TEL.0153－73－3111（内線222）

・受付時間/10：00 ～ 16：00 
・休日/土曜・日曜・祝日（年末年始 12/31 ～ 1/5）は休み

商品・サービスに関する苦情や業者とのトラブル、
多重債務など消費生活に関して困ったときにはいつでも

消費生活センター
　　　　　　　　　　　にご相談ください。

　図のように消費者がインターネット通販を利用して注文し、海外事業者から郵送等で送付された商品が
税関で模倣品の疑いとなり、最終的に知的財産を侵害する「模倣品」と認定された場合は、たとえ個人使
用が目的であっても税関で没収されます。
　これは、企業の知的財産の侵害を防ぎ利益を守ること、模倣品の製造・販売には犯罪組織が関係してい
ることが多く、売上金が犯罪組織の資金源になることを防ぐことを目的としています。また、模倣品は安
全性や品質等にも問題が多く、国内に流通させないことで消費者の財産や健康被害などのトラブルを未然
に防ぐことにもなります。
　インターネット通販等で、通常の市場価格より極端に値下げされた価格で販売されている場合は模倣品
の可能性があります。注文前に販売サイトのURLがブランドの正式な英語表記なのか、販売事業者名、住
所、電話番号が明確に表記されているか、また、販売事業者名を検索した場合に他のサイトでも同一内容
で表示されるか、利用規約の内容などをしっかり確認することが重要です。
　困ったときには消費生活センターへご相談ください。

シートベルト着用率調査結果
10月14日㈮
（国道272号）

11月15日㈫
（国道272号）

12月15日㈭
（国道272号）

運転席着用率 運転席着用率 運転席着用率

100.0% 100.0% 100.0%

助手席着用率 助手席着用率 助手席着用率

100.0% 100.0% 100.0%

企業が製品の安全性や品質などを高めるため長い年月、研究や努力を重ね生み出した知的財産である
「ブランド品」を無断でコピーした物品、いわゆる「模倣品」の輸入規制を強化した改正商標法、意匠法、関
税法が令和４年10月に施行されました。

令和４年10月に模倣品に関する
取り締まりが強化されました

模倣品に気を付けて! !

もし「模倣品」であっても
個人使用目的なら受取可能

令和４年９月30日まで 令和４年10月1日まで

◦�個人使用目的の模倣品（商標権又は意匠権を
侵害するもの）は、税関による没収の対象外。
・�海外から送付された商品が、税関で商標権又

は意匠権を侵害する疑いがあると判断された
場合、消費者に認定手続開始通知書が送付さ
れる。

・ 個人使用目的であると主張し、それが税関に
認められれば、輸入が許可され、商品を受け取
ることができる。

◦�個人使用目的であっても、海外事業者から郵送
等により送付される模倣品は税関による没収の
対象に。

◦ 海外から送付された商品が、税関で商標権又は
意匠権を侵害する疑いがあると判断された場合、
消費者に認定手続開始通知書が送付される。

◦ 個人使用目的であると主張しても、その商品が
海外の事業者から購入したものであれば、税関
に没収され、受け取ることができない。

「模倣品」であれば個人使用
目的でも受け取れない！

（図　国民生活センター HP発表情報より引用）


